
11
月
は
児
童
虐
待

防
止
推
進
月
間
で
す

女
性
に
対
す
る

暴
力
を
な
く
す
運
動

児
童
扶
養
手
当

11
月
支
払
い
分
を
振
り
込
み
ま
す

　

児
童
虐
待
の
相
談
件
数
は
増
加

し
て
い
て
、
子
ど
も
の
生
命
が
奪

わ
れ
る
重
大
な
事
件
が
後
を
絶
ち

ま
せ
ん
。

　

児
童
虐
待
は
社
会
全
体
で
関
わ

り
、
解
決
す
る
べ
き
問
題
で
す
。

「
虐
待
か
も
」
と
思
っ
た
と
き
は
、

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

「
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）」
に
電

話
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
11
月
13
日
㈭
の
午
後

７
～
10
時
に
、
水
の
手
橋
を
取
り

組
み
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
で
あ
る

オ
レ
ン
ジ
色
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し

　

配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、
性

犯
罪
・
性
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
、
買
売
春
、
人
身
取
引
、
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の

暴
力
は
、
重
大
な
人
権
侵
害
で
決

し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。 

11
月
12

～
25
日
は
「
女
性
に
対
す
る
暴
力

　

11
月
支
払
い
分
（
９
・
10
月
分
）

の
児
童
扶
養
手
当
（
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児

童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の
生
活
と

自
立
を
助
け
る
手
当
）
は
、
11
月

11
日
㈫
に
指
定
の
金
融
機
関
の
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。
現
況
届
を

提
出
し
て
い
な
い
人
な
ど
は
支
払

い
が
で
き
ま
せ
ん
。
至
急
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

を
な
く
す
運
動
」
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
啓
発
活
動
が
実
施
さ
れ
ま

す
。

　

市
で
は
、
11
月
12
日
㈬
の
午
後

７
～
10
時
に
、
水
の
手
橋
を
運
動

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
パ
ー
プ
ル
リ

ボ
ン
に
ち
な
ん
で
紫
色
に
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
し
ま
す
。

問
合
せ　

市
こ
ど
も
未
来
課
子
育

て
応
援
係

山
火
事
に
ご
用
心
！

　

毎
年
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
発
生

し
て
い
る
山
火
事
の
原
因
の
多
く

が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
火
の
取
り
扱

い
の
不
注
意
で
す
。

　

空
気
が
乾
燥
し
、
森
林
内
の
落

葉
な
ど
が
燃
え
や
す
い
状
態
に
な

る
と
、
強
風
な
ど
で
た
き
火
が
燃

え
移
り
、
山
火
事
発
生
の
危
険
性

が
高
ま
り
ま
す
。
一
人
一
人
が
森

林
の
大
切
さ
を
認
識
し
、
防
災
意

識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

　

予
防
の
た
め
、
次
の
こ
と
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

①�

枯
草
が
あ
る
場
所
で
は
、
た
き

火
を
し
な
い

②�

強
風
時
や
乾
燥
時
に
は
、
た
き

火
や
火
入
れ
を
し
な
い

③�

火
入
れ
を
行
う
と
き
は
、
市
農

林
整
備
課
に
許
可
を
取
り
十
分

な
実
施
体
制
を
と
る

④�

た
ば
こ
は
指
定
さ
れ
た
場
所
で

吸
い
、
吸
い
殻
は
必
ず
消
し
投

げ
捨
て
な
い

問
合
せ　

市
農
林
整
備
課
林
務
係

11
月
10
日
～
12
月
10
日
は

熊
本
県
人
権
月
間
で
す

　

人
権
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
考

え
る
き
っ
か
け
を
つ
く
り
、
人
権

に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
認
識
を

深
め
る
た
め
、
熊
本
県
人
権
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
を
は
じ
め
、
パ
ネ
ル

展
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
講
演
会
、

研
修
会
な
ど
、
人
権
に
つ
い
て
の

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
県
内
各

地
で
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

県
人
権
同
和
政
策

課
（
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐

２
２
９
９
）

▲�詳しくは
こちら

▲�国税庁
ホーム
ページ

▲�児童虐待防
止推進特設
サイト

各コミセンの施設予約がオンラインで申請できるようになります

　令和８年度の保育所、認定こども園、幼稚園への入所申し
込みの受け付けを開始します。入所を希望する人は、申込書
に必要書類を添えて入所を希望する保育所、認定こども園、
幼稚園に提出してください。
　申込書は各保育所、認定こども園、幼稚園、市こども未来
課（市役所１階７番窓口）にあります。添付書類は申請理由
などで異なりますので、入所申し込みの手引をご覧ください。

　市内の各コミセンでは、11月15日（土）から「人
吉市施設予約システム」でオンライン予約申請の受
け付けを開始します。いつでも・どこでも申請する
ことができますので、ぜひご活用ください。

対象施設　東西コミセン、東間コミセン、東間コ
ミセン大塚分館、大畑コミセン、西瀬コミセン、西
瀬コミセン鹿目分館、中原コミセン
予約システム利用の流れ
（１）利用者登録
予約システムを初めて使う人は、新規
登録（アカウントの作成）が必要です。
（２）予約申請

問合せ　市こども未来課こども福祉係
　　　　（☎２２－２１１１　内線１２５４・１２５５）

問合せ　市社会教育課生涯学習係（☎２２－２１１１　内線４０２４）

▲

�詳しくは
こちら

問
合
せ　

市
こ
ど
も
未
来
課
こ
ど

も
福
祉
係

ま
す
。

問
合
せ　

市
こ
ど
も
未
来
課
子
育

て
応
援
係

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
は

大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し

た
全
額
が
所
得
税
・
住
民
税
の
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
、

控
除
申
告
を
す
る
と
き
は
１
年
間

に
納
付
（
見
込
み
を
含
む
）
し
た

保
険
料
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要

で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
１
年
間
の

納
付
額
を
証
明
す
る
は
が
き
が
送

ら
れ
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申

告
の
と
き
に
必
要
で
す
の
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◇�

令
和
７
年
１
月
１
日
～
９
月
30

日
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
人

　

➡
11
月
上
旬
に
送
付

◇�

令
和
７
年
10
月
１
日
～
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
人

　

➡
令
和
８
年
２
月
上
旬
に
送
付

　

世
帯
主
や
配
偶
者
が
家
族
の
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合

も
、
そ
の
全
額
が
納
付
し
た
人
の

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

問
合
せ　

日
本
年
金
機
構
年
金
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
‐

０
０
３
‐
０
０
４
）

事
業
者
の
皆
さ
ん

ｅエ

ルＬ
Ｔタ
ッ
ク
ス

Ａ
Ｘ
が
便
利
で
す

税
証
明
の
様
式
が
変
わ
る

時
期
が
延
期
さ
れ
ま
し
た

　
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
」

と
「
給
与
支
払
報
告
書
（
個
人
別

明
細
書
）」
は
、ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
地

方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
）
を
利

用
す
る
と
２
つ
同
時
に
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
、
税
務
署
、
市
町
村

へ
一
括
し
て
提
出
で
き
る
の
で
大

変
便
利
で
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
利
用
届
出
を
行

う
と
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。
ぜ

ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

政
府
の
推
進
す
る
デ
ジ
タ
ル
化

の
一
環
と
し
て
、「
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票
」
と
「
給
与
支
払
報

告
書
（
個
人
別
明
細
書
）」
の
電

子
化
を
推
進
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
令
和
７
年
分
の
年
末
調
整
関

係
用
紙
に
は
「
給
与
所
得
の
源
泉

徴
収
票
」
と
「
給
与
支
払
報
告
書

（
総
括
表
）」
が
同
封
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

人
吉
税
務
署
（
☎
23
‐

２
３
１
１
）

　

国
に
よ
る
税
務
シ
ス
テ
ム
の
統

一
に
伴
い
11
月
か
ら
予
定
し
て
い

た
税
証
明
書
の
様
式
変
更
は
、
約

１
年
延
期
さ
れ
ま
し
た
。

　

決
ま
り
次
第
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

市
税
務
課
諸
税
係

11
月
11
日
～
17
日
は

税
を
考
え
る
週
間
で
す

　

11
月
11
日
㈫
～
17
日
㈪
の
１
週

間
は
「
税
を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

国
民
生
活
に
深
い
関
わ
り
を
持
つ

税
の
必
要
性
や
役
割
（
使
い
道
）

に
つ
い
て
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
理

解
を
よ
り
深
め
て
も
ら
う
こ
と
が

目
的
で
す
。

　

テ
ー
マ
は
「
こ
れ
か
ら
の
社
会

に
向
か
っ
て
」。
国
税
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
特

設
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
国
税
庁
の
各

種
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。
こ

の
機
会
に
身
近
な
税
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

市
税
務
課
諸
税
係

▲�詳しくはこちら

▲�作成と提出について

人
吉
市
教
育
委
員
会

定
例
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

　

定
例
会
を
開
催
し
ま
す
。
希
望

す
る
人
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

期
日　

11
月
19
日
㈬

時
間　

午
後
１
時
～

場
所　

市
役
所
４
階
委
員
会
室
１

問
合
せ　

市
学
校
教
育
課
総
務
係

▲�熊本県人権啓発
キ ャ ラ ク タ ー

「コッコロ」

◎�毎月４日の午前９時から、翌月末までの申請が可
能です。

◎�オンラインでの申請後、承認メールが届き仮予約
となります。その後使用するコミセンで料金を支
払うと予約が確定します。

◎�利用日の７日前までオンラインシステムで申請が
可能です。

　新規登録や申請方法など、詳しくは市ホーム
ページをご覧になるか、市社会教育課、各コミ
センにお問い合わせください。
※�各コミセン窓口では毎月１日の午前９時から

翌月末までの申請ができます。
※�オンラインの申請開始日は変更になる可能性

があります。
▲�市ホーム

ページ

▲�施設予約
システム
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